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宇部市建設工事等請負業者選定要綱 

 

（平成６年４月１日 制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が発注する建設工事等の入札に参加しようとする請負業者に

必要な資格及び当該資格の審査並びに競争に参加する請負業者の選定に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「建設工事等」とは、次に掲げる工事又は業務をいう。 

(1) 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２条第１項に

規定する建設工事 

(2) 測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５条に規定する公共測量業務 

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第１９

条第３号に規定する建設コンサルタント（以下「建設コンサルタント」という。）

の行う業務 

(4) 地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）第２条第１項に規

定する地質調査業務 

(5) 補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省告示第１３４１号）第２条第

１項に規定する補償業務（以下「補償関係コンサルタント業務」という。） 

２ この要綱において「請負業者」とは、次に掲げる者をいう。 

(1) 法第２条第３項に規定する建設業者 

(2) 測量法第１０条の３に規定する測量業者 

(3) 建設コンサルタントのうち土木に関する工事の設計、調査、企画等の受託を業

とする者（市外に主たる営業所（法第３条第１項に規定する営業所をいう。以下

同じ。）を有する場合にあっては、建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建

設省告示第７１７号）第２条第１項の規定により登録を受けた者に限る。） 

(4) 建設コンサルタントのうち建築に関する工事の設計、監理等の受託を業とする

者（建築一般を希望する者にあっては、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

第２３条の３の規定により登録を受けている者に限る。） 

(5) 地質調査業者登録規程第２条第１項の規定により登録を受けた者 

(6) 補償関係コンサルタント業務を営む者（不動産の鑑定評価に関する法律（昭和

３８年法律第１５２号）第２４条に規定する登録、建築士法第２３条の３に規定

する登録、土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２８８号）第６条に規定する登

録等が営業に関し法律上必要とされる業務に係る場合にあっては、当該登録を受

けた者に限る。） 



- 2 -

（入札参加資格の制限） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加する資格（以下「入札参加

資格」という。）を有しないものとする。 

(1) 第２条第２項各号に該当しない者 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。次号において「令」という。）

第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者 

(3) 令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事

実があった後３年を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用

人若しくは入札代理人として使用する者 

(4) 納付すべき税の滞納がある者 

(5) 第５条の競争入札参加資格審査申請書及び第６条の添付書類の重要な事項につ

いて虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者 

（資格審査） 

第４条 市長は、請負業者の入札参加資格の審査（以下「資格審査」という。）を２

年に１回定期に行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時行うこ

とができるものとする。 

２ 市長は、第２条第２項第１号に規定する者にあっては、別表に掲げる客観点数及

び発注者点数を総合的に勘案して、法別表上欄に掲げる工事の種別（以下「工事種

別」という。）ごとに、第９条の総合点数の高点順（同点の場合は、年間平均完成

工事高の順）に順位を付して入札参加資格を認定するとともに、原則として、請負

設計金額に対応する等級の区分（以下「等級区分」という。）を定め、等級区分の

いずれかに格付をするものとする。 

３ 市長は、前項の規定にかかわらず、工事種別に属する入札参加資格を認定した者

の数が少数である場合又は工事種別に属する工事の発注予定件数が少数である場合

は、等級区分を定めないものとする。 

４ 市長は、定期の資格審査により認定された順位及び格付を当該資格の認定の２年

目に、別表に掲げる発注者点数３(3)において加点されるものについて再審査し、見

直しをするものとする。ただし、市外に主たる営業所を有する者については、この

限りではない。 

５ 市長は、第２条第２項第２号から第６号までに規定する者にあっては、次に掲げ

る事項について行った審査の結果を勘案して、同条第１項第２号から第５号までに

規定する業務の区分（以下この項において「業務区分」という。）ごとに入札参加

資格を認定するものとする。 

(1) 審査基準日（次条の規定により資格審査の申請をさせる年の１月１日をいう。

以下同じ。）の直前２年の営業年度の業務区分ごとの年間平均実績高 

(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における自己資本額 

(3) 審査基準日における業務区分ごとの有資格者の数 
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(4) 審査基準日までの営業年数 

（資格審査の申請等） 

第５条 市長は、資格審査を受けようとする者（建設業者にあっては、法第２７条の

２３第１項に規定する経営事項審査を受けた者に限る。）に、次に掲げる期間内に

競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）を提出させるものとする。 

(1) 定期の資格審査にあっては、当該審査の申請をする年の１月１５日から同年２

月１４日までの期間 

(2) 追加の資格審査にあっては、次に掲げるいずれかの期間 

  ア 定期の資格審査を行った年の８月１５日から同年９月１４日まで 

  イ 定期の資格審査を行った翌年の１月１５日から同年２月１４日まで 

  ウ 定期の資格審査を行った翌年の８月１５日から同年９月１４日まで 

２ 市長は、前項に規定する期間外に提出された申請書を受理しないものとする。た

だし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。 

（申請書の添付書類） 

第６条 申請書に添付する書類は、別に定めるものとする。 

（入札参加資格者の登録） 

第７条 市長は、資格審査の結果、入札参加資格があると認定したときは、申請書を

提出した請負業者を競争入札参加資格者名簿（様式第１号）に登録するものとする。 

（等級区分及び格付の方法） 

第８条 市長は、第４条第２項の規定により次の表のとおり等級区分を定めるものと

する。 

土 木 一 式 工 事 建 築 一 式 工 事 

等級 請 負 設 計 金 額 等級 請 負 設 計 金 額 

Ａ級 ４５，０００千円以上 Ａ級 ９０，０００千円以上 

Ｂ級 
２０，０００千円以上 

４５，０００千円未満 
Ｂ級 

３５，０００千円以上 

９０，０００千円未満 

Ｃ級 
５，０００千円以上 

２０，０００千円未満 
Ｃ級 

７，０００千円以上 

３５，０００千円未満 

Ｄ級 ５，０００千円未満 Ｄ級 ７，０００千円未満 

２ 第４条第２項の格付は、第２条第２項第１号に規定する者のうち市内に主たる事

業所又は事務所を有するもの（以下「市内業者」という。）について、次条の総合

点数及び別に定める基準に従い行うものとする。 

３ 格付の昇級又は降級は、１等級を限度とするものとする。 

４ 申請書の提出を受けた場合において、当該申請に係る工事種別が新規のときは、

等級の最下位に格付をするものとする。 

５ 法第２７条の２３第１項の規定により経営事項審査の申請をする日の直前２年又
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は３年の営業年度において、元請完成工事高がない請負業者については、従前の等

級より上位の等級に格付をしないものとする。 

（総合点数） 

第９条 総合点数は、次の算式により算出するものとする。この場合において、当該

算式中の用語に係る点数は、別表に掲げる方法により求めるものとする。 

 総合点数＝客観点数＋発注者点数 

発注者点数＝客観点数×（ 
工事成績評点 

＋ 
指名停止状況評点 

）
２００ ５０ 

 ＋その他の項目に係る評点の合計 

 （注）発注者点数は、小数点以下第１位を四捨五入する。 

２ 市内業者以外の者については、客観点数をもって総合点数とする。 

（入札参加資格の有効期間） 

第１０条 第４条第２項又は第４項の規定により認定した入札参加資格の有効期間は、

当該資格の認定の日から次の定期の資格審査に基づく入札参加資格の認定の日の前

日までとする。 

（審査結果の通知） 

第１１条 市長は、資格審査の結果を競争入札参加資格審査結果通知書（様式第２号）

により、申請書を提出した請負業者に通知するものとする。 

（変更の届出） 

第１２条 市長は、第７条の規定により競争入札参加資格者名簿に登録した請負業者

（以下「有資格業者」という。）に、次の各号のいずれかについて変更があったと

きは、当該有資格業者に速やかにその旨を届け出させるものとする。 

(1) 主たる営業所の所在地 

(2) 商号又は名称 

(3) 法人である場合においては、代表者の役職名又は氏名、個人である場合におい

ては、その者の氏名 

(4) 市外に主たる営業所を有する有資格業者が、営業所長等を代理人と定めて、本

市との契約に係る権限を委任している場合において、当該代理人の住所又は名称 

（入札参加資格の承継） 

第１２条の２  有資格業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合で、

その承継人が引き続き入札参加資格を承継することを希望するときは、新規に許可

（登録）を受けた後、速やかに競争入札参加資格承継承認申請書（様式第３号）を、

経営事項引継書（様式第４号）及び別に定める書類を添えて提出するものとする。 

(1) 個人が死亡したとき  その相続人 

(2) 個人が法人を設立したとき  その法人 

(3) 個人又は法人が廃業したとき  その営業を譲り受けた者 

(4) 法人が合併したとき  合併後存続する法人又は合併によって成立した法人 
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(5) 個人又は法人が企業組合又は協業組合を設立したとき  その企業組合又は協業

組合 

（廃業等の届出） 

第１３条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、

当該各号に掲げる者に速やかにその旨を届け出させるものとする。 

(1) 死亡したとき その相続人 

(2) 法人が合併により消滅したとき その役員であった者 

(3) 法人が解散したとき その破産管財人又は清算人 

(4) 廃業したとき 本人又は役員 

（入札参加資格の取消し等） 

第１４条 市長は、前条の規定による届出があったとき又は有資格業者が第３条第１

号から第５号までのいずれかに該当することとなったとき若しくは不正の手段によ

り有資格業者となったときは、認定した入札参加資格を取り消し、又は格付の降級

をするものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、入札参加資格を取り消したときは、競争入札参加資

格認定取消通知書（様式第５号）により、格付の降級をしたときは、等級変更通知

書（様式第６号）により、当該有資格業者又は前条各号に掲げる者にその旨を通知

するものとする。 

（指名基準） 

第１５条 市長は、有資格業者のうちから、指名競争入札参加者の指名を行わなけれ

ばならない。 

２ 前項の指名は、有資格業者を第４条第２項の規定により格付をした場合にあって

は、等級区分に従い行うものとする。ただし、当該格付をした有資格業者の数が少

数である場合その他市長が特に必要があると認めた場合には、第１６条の指名人数

の２分の１を超えない範囲において直近の上位又は下位の等級に格付をされた者の

うちから指名することができる。 

３ 次に掲げる場合においては、前項の規定を適用しないものとする。 

(1) 特殊な技術又は機械等を必要とする建設工事等の入札を行う場合 

(2) その他市長が特殊な事情があると認める場合 

４ 市長は、指名競争入札参加者の指名に当たっては、次に掲げる事項に留意すると

ともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格

業者に偏らないようにしなければならない。 

(1) 不誠実な行為の有無 

(2) 審査基準日以降における経営状況 

(3) 審査基準日以降における工事成績 

(4) 当該工事又は業務に対する地理的条件 

(5) 手持工事又は手持業務の状況 
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(6) 当該工事又は業務の施行における技術的適否 

(7) 審査基準日以降における安全管理 

(8) 審査基準日以降における労働福祉の状況 

(9) 災害復旧等への対応状況 

（入札参加者の指名人数） 

第１６条 入札参加者の指名人数は、次の表に定めるところによるものとする。ただ

し、特別な事情があるときは、この限りでない。 

建 築 一 式 工 事 そ の 他 の 建 設 工 事 等 

請 負 設 計 金 額 指 名 人 数 請 負 設 計 金 額 指 名 人 数 

９０，０００千円以上 １３人以上 ４５，０００千円以上 １３人以上 

９０，０００千円未満 ９人以上 ４５，０００千円未満 ９人以上 

（指名審査委員会） 

第１７条 市長は、建設工事等に係る市の発注業務の厳正かつ公正な執行を確保する

ため宇部市建設工事等請負業者指名審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。 

（共同企業体等の特例） 

第１８条 有資格業者は、市長が別に定めるところにより、共同企業体を結成して特

定の建設工事に係る入札に参加することができる。 

２ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合で、

法第３条の規定により許可を受け、かつ、経済産業局長の官公需適格組合の証明を

受けているものは、市長が別に定めるところにより、入札に参加することができる。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。ただし、第９条の規定は、平成７

年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日から平成７年３月３１日までの間に随時の資格審査を受け、

有資格業者となる者の等級の格付の方法は、なお従前の例による。この場合におい

て、第８条第２項中「次条により算出した総合数値」とあるのは「従前の例により

算出した数値」と読み替えて適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成６年５月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成７年１０月１日から施行する。 
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２ この要綱の施行の日から平成９年３月３１日までの間における等級区分の格付に

用いる第９条の工事成績に係る別表の適用については、同表工事成績の項中「宇部

市請負工事成績評定要領（平成７年５月１日制定）に基づく工事成績評定表による

総評点」とあるのは「完成検査の評点と工事成績評定書の評点の和を２で除した数

値（小数点以下第１位四捨五入）」と、「７５点」とあるのは「６５点」と、「７

０点」とあるのは「６０点」と読み替えて適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１１年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１３年１月６日から施行する。ただし、第１２条の次に１条を

加える改正規定、様式第１号及び様式第２号の改正規定、様式第３号を様式第６号

とする改正規定、様式第４号を様式第３号とする改正規定及び同様式の次に２様式

を加える改正規定は、平成１２年１０月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日から平成２１年３月３１日までの間の入札参加資格の認定、

変更、承継及び取消しについては、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成２０年１０月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年１１月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２３年８月８日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２７年１月９日から施行する。 
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 附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成３０年１２月１４日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和２年１２月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１２月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１１月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


